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新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2024改訂版 

（令和６年６月 21日閣議決定） 

 

 

＜関係部分抜粋＞ 

 

 

Ⅰ．新しい資本主義の進捗と実現 

 

１．2024 年の改訂の考え方 

「新しい資本主義」では、成長と分配の好循環、賃金と物価の好循環を実現すること

を目指してきた。 

まず「賃金」が上がる。その結果、「消費」が活発化し、企業収益が伸びる。それを

元手に企業が成長のための「投資」を行うことで、「労働生産性」が上がり、賃金が更

に持続的に上がるという好循環を実現する。これにより、「コストカット型の経済」か

ら「成長型の新たな経済ステージ」へと移行することを目指してきた。 

他方、これまでの 30年間のデフレ経済下では、生産性が上がれば賃金が上がると言

われていたものの、実際には企業収益が伸びたときですら、賃金は上がらなかった。 

長年にわたり染み付いたデフレ心理を払拭し、「賃金が上がることは当たり前」とい

う方向に、社会全体の意識を一気呵成に変えることが必要である。 

当初から、新しい資本主義では、以下の３点をテーマとして掲げた。 

① 「市場も国家も」「官も民も」による新たな官民連携 

② 課題解決を通じての新たな市場の創造、すなわち社会的課題解決と経済成長の二

兎の実現 

③ 課題解決を通じての一人ひとりの国民の持続的な幸福の実現 

また、基礎的条件としての経済安全保障の徹底。 

これらの点は、2022年６月に閣議決定したグランドデザイン及び実行計画、2023年

６月に閣議決定した 2023年改訂版で一貫して主張してきた。 

また、その実現に当たっては、分配の目詰まりの解消、官民連携による成長力の確保、

民間も公的役割を担う社会の実現の３点に注力してきた。具体的には、官民連携による

賃上げ、設備投資、スタートアップ育成、イノベーションの推進を同時に拡大するため

の施策を実施するとともに、新たな官民の連携を粘り強く呼び掛けてきた。 

今般、２回目の実行計画の改訂に当たり、新しい資本主義実現会議において審議を繰

り返したところ、こうしたこれまでの新しい資本主義の取組の方向性は正しかったこ

と、そして、デフレから完全に脱却する歴史的チャンスを手にするという合意に至っ

た。 

私たちは、昨年を大きく上回る春季労使交渉での賃上げ、史上最高水準の設備投資、

史上最高値圏の株価といった成果を手にしている。しかしながら、我が国のデフレ脱却

への道は、いまだ道半ばである。 

年初来、対米ドル円レートは１割程度円安が進んでおり、その影響は半年から１年か

けて物価上昇率に反映される可能性がある。政府と日本銀行には、緊密に連携し、経
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済・物価動向に応じて機動的な政策運営を行っていくことにより、２％の物価安定目標

を持続的・安定的に実現することが求められる。その際、年初来進行している円安の影

響が、今後物価に反映されてくることも踏まえ、円安が今後の物価に与える影響につい

ても十分に注視する必要がある。 

デフレを抜け出すチャンスをつかみ取れるか、後戻りしてしまうかは、今回の実行計

画の改訂に基づく、これからの対応次第である。物価高を乗り越えるために、今年、物

価上昇を上回る所得を必ず実現し、来年以降に、物価上昇を上回る賃上げを必ず定着さ

せる。 

物価上昇を上回る賃上げを「定着」させるためには、中小・小規模企業の賃上げの「定

着」が必要であり、このため、中小・小規模企業の「稼ぐ力」の向上に全力を挙げる。

我が国の生産年齢人口は減少しつつあることに鑑み、構造的な人手不足状況の中で、こ

れを達成するためには、省力化投資の加速的促進・仕事をしたいシニア層のための環境

整備等の人手不足対策、価格転嫁等の我が国の商慣行における定着が不可欠である。 

これらを含め、今般の実行計画の改訂において、一層の取組の具体化が必要な項目を

以下に明らかにするとともに、新しい資本主義の取組全体の加速を図るため、2024 年

改訂版の閣議決定を行うものである。 

 

２．経済構造改革の加速 

人類は、従来の延長線上にない非連続な技術革新がもたらす歴史上大きなパラダイ

ムシフトに直面している。テクノロジーの進化に伴う産業構造の変化が非常に速いス

ピードで進んでおり、テクノロジーを活用することで中小・小規模企業もグローバルに

販路を広げることができる好機である。 

また、社会課題の解決を通して、眠れる資産を活用しての新たな市場の創出、さらに、

既存企業の事業の省力化や自動化、働き手のリ・スキリングによる労働生産性の向上、

といった潜在能力を我が国は秘めている。 

成長と分配の好循環を図り、賃金と物価の好循環をより実感の伴う形で本格化させ

るためには、大局的な視座の下、各産業分野の構造的課題を把握した上で、政策を組み

合わせ、経済構造の改革を成し遂げなければならない。 

世界でも人口減少・少子高齢化にいち早く直面する我が国においては、人材・資源・

資金・データが円滑に循環することで、スパイラル状に付加価値を高め、継続的な所得

向上を実現する成長戦略として、以下の３つの循環を作り出していく。 

① 生産性を高め供給を増やす循環：人口減少を機会と捉え、産業の革新（スタートア

ップの成長、既存企業のイノベーション・事業承継・M&A）を促し、リ・スキリン

グと労働移動を通じて供給サイドを強化することで、継続的な所得向上を実現す

る。 

② 需要を増やす循環：社会課題解決を通して需要を開拓し、対価を伴う付加価値の高

い解決策を生み出すことで新たな市場を創出・拡大し、その成果を可視化してい

く。 

③ 海外とつながる循環：海外との双方向のつながりによって、ソリューションの海外

展開、投資や人材の流入を促し、市場拡大を加速させる。 
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社会課題はブルーオーシャンであり、コストは成長のための投資であるという考え

の下、更なる成長・生産性向上のために、関連する様々な産業において人材・資源・資

金・データ等の循環を阻害する規制や商慣習等の「目詰まり」を解消し、構造改革につ

なげていくことが必要である。旧来の硬直的な規制や経済構造等の「壁」を改革すべく、

従来の産業や分野の括りにとらわれることなく、政策を横断的かつ一体的に実行する。 

これらによって、我が国が抱える社会課題の解決を通して、所得や幸福感（ウェルビ

ーイング）が継続的に向上する状況を作り出すことで、一人ひとりが明日は今日よりも

良くなると実感できる社会を目指す。 

 

 

Ⅱ．人への投資に向けた中小・小規模企業等で働く労働者の賃上げ定着 

 

１．価格転嫁の商習慣化の徹底と中小・小規模企業の省力化投資の加速 

労働生産性と一人当たり賃金の間には正の相関があり、労働生産性が高くなると賃

金水準が上昇する蓋然性が高いが、OECD 加盟国 38 か国の中で、我が国は 32 位にとど

まっている。 

また、マークアップ率は、製造コストの何倍の価格で販売できているかを見るもので

あるが、1980 年時点から各国のマークアップ率が上昇する中で、日本の上昇率は低く、

近年では国際的に低い水準となっている。他方で、マネージャーの給与の高さはマーク

アップ率の高さと相関しているとの分析がある。 

我が国でも、この 20年間で、「自分が気に入った付加価値には対価を払う」「購入す

る際に安さよりも利便性を重視」といった、値段よりも付加価値を重視する消費行動が

増加している。付加価値に対して、より多くの金額を支払う消費行動が我が国にも定着

しつつあり、マークアップ率向上の余地が生まれている。 

今年にとどまらず、来年も、再来年も、持続的な賃上げを定着させていくためには、

春季労使交渉における労使の協力に加え、労働生産性やマークアップ率向上を通じた

付加価値の拡大が不可欠である。このため、労務費の価格転嫁に加え、人手不足の中で

御苦労をされている中小・小規模企業の皆さんの労働生産性の引上げのため、省力化投

資に官民で全力で取り組む。 

 

（１）労務費等の価格転嫁の推進 

大企業における高い賃上げの動きが中小企業・小規模企業に広がっていくためには、

労務費の価格転嫁が鍵の一つである。中小・小規模企業における十分な賃上げによって

裾野の広い賃上げが実現していくことが大切であり、政府としては、あらゆる手を尽く

してきた。 

この結果、民間の調査会社によると、多少なりとも価格転嫁ができている中小企業

は、2022年 12月時点で 69.2%であったが、2024年２月時点で 75.0%に上昇した。他方、

価格転嫁が全くできないと回答した企業も比率が減少しているとはいうものの

（15.9％→12.7％）、残っており、転嫁対策の更なる徹底が必要である。中小・小規模

企業の取引適正化のため、価格転嫁の基本的な法律である下請代金法の制度改革も含
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め検討を進める。 

①労務費転嫁指針の更なる周知（重点 22業種での自主行動計画の策定等）  

昨年末に、内閣官房と公正取引委員会連名の労務費の適切な転嫁のための価格交渉

に関する指針を、発注者側・受注者側に公表し、違反行為は独占禁止法に抵触するおそ

れがあることを示した。 

この中では、労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの行動

指針として、労務費の上昇分の転嫁方針の社長等の関与の必要性、交渉に当たり最低賃

金や春季労使交渉の上昇率等を合理的な根拠があるものとして尊重すること、サプラ

イチェーンの先の取引価格も適正化すべき立場にいることを意識して転嫁を認めるこ

と等を含め、発注者及び受注者が採るべき行動/求められる行動を 12 の行動指針とし

て取りまとめた。公正取引委員会において、労務費指針の周知・徹底状況の把握に向け

たフォローアップのための特別調査を実施する。 

また、指針に沿った行動の徹底を産業界に強く要請するとともに、適切な価格転嫁

を、我が国の新たな商習慣として、中小・小規模企業間を含めて、サプライチェーン全

体で定着させるため、合計 1,873 の業界団体に対し、指針の徹底と取組状況のフォロ

ーアップを要請した。 

さらに、コストに占める労務費の割合が高い、あるいは、労務費の転嫁率が低いとい

った、特に対応が必要な 22 業種については、各団体に対し、自主行動計画の策定や、

転嫁状況の調査・改善を要請し、フォローアップのため、内閣官房副長官をヘッドとし

て関係省庁連絡会議を設置した。 

特に 22 業種について、自主行動計画の実施状況の把握、策定・改定等を加速する。

具体的には、以下の４点について、特に、各省庁の進捗状況を確認する。 

ⅰ）指針を反映するための自主行動計画の改定や、指針を踏まえた自主行動計画の新た

な策定について、今月末までに完了すること 

ⅱ）各業界で指針に沿った対応がなされているかについて、業界団体と連携し、実態調

査を実施、価格転嫁の状況を把握した上で、不十分な場合には、速やかに改善策を

検討すること 

ⅲ）公正取引委員会の行う指針の遵守状況についての特別調査に、各省庁も積極的に協

力すること 

ⅳ）中小企業庁の価格交渉月間の調査においても、業界ごとの労務費の転嫁率等のデー

タを把握すること 

公正取引委員会・中小企業庁においては、調査結果を踏まえ、独占禁止法と下請代金

法に基づき厳正に対処する。 

 

②独占禁止法に基づく労務費転嫁指針の遵守の徹底 

取組が不十分な事業者について独占禁止法に基づき 10社の企業名を公表した。公正

取引委員会において、これらの企業の今後の対応を含め、徹底状況について調査を実施

し、取引改善を図る。 

 

③下請代金法違反行為への厳正な対処 
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下請代金法違反行為については、本年１月以降で 11 件の勧告を実施するとともに、

下請事業者への対価を引き下げた場合だけでなく、労務費等のコストが上昇する中で、

下請事業者への対価を据え置く場合についても、下請代金法違反となり得る旨を、運用

基準の中で明確化した。引き続き、強化された下請代金法の運用基準に基づき、公正取

引委員会・中小企業庁において、厳正に対処していく。また、事業所管省庁とも連携し、

面的な執行による下請代金法の勧告案件の充実を図るとともに、下請代金法の改正に

ついても、検討する。 

また、下請代金法の実効性をより高めるため、下請代金法違反により勧告を受けた企

業には、補助金交付や入札参加資格を停止する方策を検討する。 

さらに、賃金と物価の好循環に向けた懇談を開催し、中小企業からの意見を聴取し

た。ここで意見の出た官公需も含めた労務費等の価格転嫁の周知・徹底、労務費転嫁指

針の価格交渉の申込様式の業種特性に応じた展開・活用、小規模企業も含む取引実態の

把握の強化、下請Ｇメンや優越Ｇメンも活用した下請代金法の執行強化、手形等の支払

サイト短縮の後押し等の取引適正化を徹底する。 

 

④地方版政労使会議の開催 

賃上げの地方への波及に向けて、地方版政労使会議の開催を実効的なものとするよ

う、フォローアップを行い、来春の実施に向けた準備を行い、その定着を図る。 

 

⑤消費者に対する理解促進 

価格転嫁率は、川下のＢtoＣ事業では相対的に転嫁率が低い、といった課題がある。

ＢtoＢの独占禁止法・下請代金法に基づく労務費を中心とした転嫁促進を進めるとと

もに、消費者に対して、転嫁に理解を求めていく。 

 

（２）人手不足下での労働生産性向上のための中小・小規模企業の省力化投資 

①運輸業、宿泊業、飲食業を始めとした人手不足感の強い業種でのＡＩ/ロボット等の

自動化技術の利用拡大 

データ上、一人当たり労働生産性は、近年大企業が急速な伸びを示しているのに対

し、中小企業の伸びが停滞している。人手不足の中、中小・小規模企業の労働生産性向

上と、成長の果実が中小・小規模企業に帰属するよう、取引関係について、大企業にも

協力をお願いすることが、急務である。 

ＡＩ、ロボットなど自動化技術を利用している企業は、利用していない企業と比べ、

生産性・賃金が高いという相関がある。ＡＩツールの導入については、特にスキルの不

足している労働者がその恩恵を受けやすいことが分かっており、中小・小規模企業の導

入メリットは大きい。また、ＡＩ、ロボットの利用については、法律・会計士事務所、

運輸業、宿泊・飲食等では、特に業務効率の向上が見込まれる。業務効率向上が高く見

込まれる産業分野については、特にその利用促進を図る必要がある。 

これらを踏まえ、人手不足の中小・小規模企業にＡＩツール、ロボットの導入を加速

する。 

ＡＩ、ロボットの導入やＤＸを始めとする省力化投資について、各事業所管省庁で具体
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的プランを検討し、政府を挙げて支援を加速する。 

 

②各産業の自動化技術を用いる現場労働者の育成に向けたリ・スキリング 

我が国では、人手不足と言いながら、それぞれの産業で基本的な自動化技術の利用を

行うことができる労働者の割合が低い。リ・スキリングの対象として、これらの現場労

働者の育成が重要である。 

ＡＩツールは、OJTを補完し、従業員に学習効果をもたらすことも分かっている。 

産業の現場の労働者のリ・スキリングに向けて、取組を進める。特に、人手不足感の

強い、運輸業、宿泊業、飲食業については、重点的に自動化技術の利用促進を図る。 

 

③中小・小規模企業に対する自動化技術等の省力化投資に対する集中的支援 

企業が予定している設備投資は、「設備の代替」が 57.0％、「既存設備の維持・補修」

が 28.5％と多く、「省力化・合理化」、「情報化（ＩＴ化）関連」、「ＤＸ（デジタル・ト

ランスフォーメーション）」はいまだ少ない。 

また、人手不足への対応としても、過半の企業は採用増に頼っており、人手不足にも

かかわらず省力化投資を行っている企業は増えつつあるが、いまだ２割未満で少ない。 

省力化投資、人材能力開発の支援策も利用し、中小・小規模企業自身が問題意識を持っ

て省力化、デジタル/ロボットの実装に取り組むことが重要である。 

この一環として、面倒な申請書類や、面倒な手続なしに、省力化効果の高い汎用製品

をカタログから選ぶ、カタログ式の省力化投資補助金を、３年で 5,000 億円規模で新

設した。省力化投資補助金を通じて、中小・小規模企業の省力化投資を支援するため、

申請受付を今月から開始する。また、現在 12 カテゴリ（無人搬送車、清掃ロボット、

券売機、配膳ロボット、自動倉庫、検品・仕分けシステム、スチームコンベクションオ

ーブン、自動チェックイン機、自動精算機、タブレット型給油許可システム、オートラ

ベラー（ラベルを商品に自動で貼り付ける機器）、飲料補充ロボット）で実施している

登録機器等について、中小・小規模企業の声を踏まえ、対象を拡充する。 

なお、中小・小規模企業向けの既存補助金についても、利便性を高める執行改善を行

う。 

 

④（略） 

 

（３） （略） 

 

２．非正規雇用労働者の処遇改善 

賃上げの裾野を更に広げていくため、男女間賃金格差の是正や、非正規雇用労働者の

方の賃金引上げを進める。 

 

（１）最低賃金の引上げ 

昨年の最低賃金の全国加重平均は 1,004 円と、目指していた「全国加重平均 1,000

円」を達成した。引上げ額は全国加重平均 43円で、過去最高の引上げ額となった。 
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今年は、昨年を上回る水準の春季労使交渉の結果を含み、労働者の生計費、事業者の

賃金支払能力の３要件も踏まえて、最低賃金の引上げ額について、公労使三者構成の最

低賃金審議会でしっかりと議論いただく。労働生産性の引上げ努力等を通じ、2030 年

代半ばまでに 1,500円となることを目指す目標について、より早く達成ができるよう、

中小企業・小規模企業の自動化・省力化投資や、事業承継、M&Aの環境整備等について、

官民連携して努力する。また、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上

げる等、地域間格差の是正を図る。 

 

（２）非正規雇用労働者に対する同一労働・同一賃金制の施行強化  

同一企業内の正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差を禁止する同一

労働・同一賃金制の法施行後も、正規雇用労働者・非正規雇用労働者間には、この差が

合理的でないと結論はできないが、時給ベースで 600 円程度の賃金格差が存在してい

る。 

非正規雇用労働者の処遇を上げていくためには、同一労働・同一賃金制の徹底した施

行が不可欠である。この面においても、労働基準監督署が施行の徹底を図っていく。 

昨年 11月より法施行を強化し、基本給・賞与の差の根拠の説明が不十分な企業のう

ち、都道府県労働局が指導・助言を実施していない企業については、一律で、労働基準

監督署において点検要請書を対面で交付し、点検要請書において、経営者に報告の上、

対応結果の報告を２か月以内に行うことを求めるなどとしてきた。 

また、非正規雇用労働者の正社員転換の際の受け皿となり得る、職務限定社員、勤務

地限定社員、時間限定社員等の多様な正社員や、無期雇用フルタイム社員にも、同一労

働同一賃金ガイドラインの考え方を波及させていくことも含め、パート・有期雇用労働

法等の在り方の検討を進める。 

 

（３）非正規雇用労働者の正規化支援強化 

昨年 11月より、非正規雇用労働者の正規化を促進するキャリアアップ助成金につい

て、助成額を拡充するとともに、助成金の対象となる有期雇用労働者の要件を緩和し

た。この活用状況についてフォローアップし、更なる正規化の促進策を検討する。こう

した取組により、不本意非正規雇用（正規雇用を希望している不本意の非正規雇用）の

解消を図る。 

 

（４）年収の壁への対応  

いわゆる 106万円・130万円の壁を意識せずに働くことが可能となるよう、短時間労

働者への被用者保険の適用拡大、最低賃金の引上げに引き続き取り組む。こうした取組

と併せて、壁を意識せずに働く時間を延ばすことのできる環境づくりを後押しするた

め、当面の対応策として、昨年 10月より実施している「年収の壁・支援強化パッケー

ジ」（①106 万円の壁への対応（キャリアアップ助成金のコースの新設、社会保険適用

促進手当の標準報酬算定除外）、②130 万円の壁への対応（事業主の証明による被扶養

者認定の円滑化）、③配偶者手当への対応（企業の配偶者手当の見直し促進））を着実に

実行する。また、「年収の壁」を意識せずに働くことが可能になるよう、制度の見直し
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に取り組む。 

 

 

Ⅲ．（略） 

 

 

Ⅳ．企業の参入・退出の円滑化を通じた産業の革新 

 

１．（略） 

 

２．経営者の意向に沿った参入退出 

事業承継税制や中堅・中小グループ化税制等、予算・税制措置を最大限に活用するこ

とにより、中小・小規模企業の事業承継や M&A・グループ化を推し進め、成長・生産性

向上を一層促進する 

 

（１）M&A の円滑化 

黒字企業であっても、後継者が不在であるがために、廃業に至る可能性がある。他の

方に経営を任せたいと考える社長に対してはその意向に沿って機会を提供していくこ

とが重要である。 

M&Aは、従業員一人当たり売上高を伸ばすプラスの効果が確認されており、かつ、複

数の M&Aによるグループ化は高い成果が得られることが確認されている。 

M&Aの障壁を取り除き、環境整備を進めていく。 

 

①仲介事業者の手数料体系の開示 

中堅・中小企業の場合、第三者の紹介により買手を見つけることが大半である。加え

て、民間仲介事業者については、売手とは１回限りのビジネスであるのに対して、買手

とは複数回のビジネスであるため、買手の意向を強く反映するという、利益相反の問題

が指摘されている。 

現在は、買収する金額に応じて売手・買手の双方から手数料を集め、かつ最低手数料

を高額としているケースも多い。 

M&A を加速させていくため、利益相反構造を軽減する報酬体系の検討や、売手・買手

が納得しやすい手数料水準を実現していく方向で具体的な検討を進める。 

また、中小・小規模企業が安心して M&Aに取り組めるよう、M&A当事者が確認するこ

とができる M&A 支援機関データベースにおいて、手数料体系や報酬基準額等のそれぞ

れの支援機関に関する情報の開示の充実を図る。 

 

②中小・小規模企業への支援の強化 

中小・小規模企業が事業譲渡・M&Aを行う際の専門家への手数料支援等について、一

層の強化を図る。 

また、事業承継・引継ぎ補助金等の支援策について、使い勝手の改善を図る。事業承
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継・引継ぎ補助金については、手数料の開示充実や PMI（Post Merger Integration：

買収前後に実施する事業統合作業）の実施等を前提に改善を図るとともに、実績報告の

手続等の簡素化を通じ、支払までの期間短縮を検討する。 

 

③PMIの取組の促進 

M&Aの成功のためには、PMIが適切に実施され、買収前に見込んでいたシナジーが実

現することが重要である。中小・小規模企業への PMI の重要性についての啓発や、中

小・小規模企業への PMIに対する支援を充実させる。 

 

④経営者保証を見直す枠組みの検討 

経営者保証を取らない融資は新規分について一定程度進んでいるものの、既存の債

務についてはいまだ経営者保証が残っている場合も多い。M&Aの買手・売手双方とも個

人保証は残したくないという実態があることに鑑み、メインバンク等が事業再構築や 

M&Aを仲介・支援していく際、経営者保証を見直す枠組みを検討する。 

中小・小規模企業の資金調達を強化するためにも、経営者保証に依存しない融資慣行

の確立を引き続き進める。不動産等の有形資産担保に依存しない資金調達の選択肢と

して、企業のノウハウや顧客基盤等の知的財産・無形資産を含む事業全体を担保に資金

調達できる法制度について、その積極活用に向けて周知に努める。 

 

⑤地方銀行等の金融機関による仲介サービス業務の強化 

地域金融機関の中小企業への経営支援強化の一環として、地域金融機関が M&A仲介、

支援にも、より積極的に取り組むことを促す。このため、高度人材の確保を含め、適切

な業務運営体制の整備を促すとともに、M&A支援を積極的に行っている地域金融機関の

取組の情報提供やその横展開を通じて、金融機関の取組を後押しする。 

 

⑥M&Aの受け皿としての買手の育成 

中堅・中小企業の M&A の受け皿としての買手の絶対数がまだ不足している。同業他

社への売却を避ける傾向も強いことから、中堅・中小企業の積極的な買手となるプラッ

トフォーマーの育成を図る。 

また、買手における M&A 資金の調達が困難という指摘がある。買収に見合った円滑

な資金供与が行われるよう、環境整備を図る。 

 

⑦過剰とならないデューデリジェンスの周知 

M&A におけるデューデリジェンス（売手側の財務状況等について買手側が行う調査）

について、リスク検出のための重要なプロセスである旨を啓発するとともに、当事者の

意向を前提として、案件の特徴に応じて、過剰とならず適切なデューデリジェンスとな

るよう周知する。 

 

（２）事業承継支援の多様化 

後継者が不在の企業のうち７割以上は黒字企業である。事業承継については、承継者



10 

 

について、現在のストックベースで見ても、同族承継が低下し、企業内部からの昇格や 

M&A による外部からの就任が増加しており、その結果もあり、後継者が不在である企

業は低下傾向にある。多様な事業承継を支援するため、金融・税制等の支援措置を検討

する。また、経営人材の確保について官民を挙げた広範なマッチングを進める。 

 

①事業承継税制の役員就任要件の検討 

事業承継税制については、現行では、その利用のために、役員就任要件（実際の承継

時に、後継者が役員に就任して３年以上経過している必要があるという要件）を満たす

必要があり、特例措置を利用する場合、本年 12月末（実際の税制上の承継期限である 

2027年 12月末の３年前）までに後継者が役員に就任している必要がある。来年以降に

事業承継の検討を本格化させる事業者にとって、本年 12月までに後継者を役員に就任

させることは困難であり、事業承継税制を最大限活用する観点から、役員就任要件の在

り方を検討する。 

さらに、事業承継税制について、事業承継・引継ぎ支援センターや商工団体、税理士

会とも連携しつつ、制度の周知徹底に取り組むことにより、最大限の活用に取り組む。 

親族外・社外の第三者への事業承継を促進するため、マッチングプラットフォームに

対し掲載する情報の質の向上等を促すとともに、事業承継円滑化や経営人材確保の観

点からサーチファンドの育成に積極的に取り組む。また、有能な人材（経営者）を広く

登用し、事業承継を更に促進する観点から、第三者への事業承継を促進する税制の在り

方についても検討を深める。 

 

②事業承継・引継ぎ支援センター等の活用促進 

M&Aの相手先企業を探す際、事業承継・引継ぎ支援センター（中小企業庁）や商工会

議所・商工会に依頼する比率はまだ低い。事業承継税制も含め、商工団体や金融機関と

連携し、事業承継・引継ぎ支援センターの強化・周知徹底を行う。 

 

③資本性ローンの活用・フォローアップ 

日本政策金融公庫等によるコロナ対策として実施された資本性ローンは、民間金融

機関からの融資を受けやすくなることが期待されるほか、財務の改善を通じて、経営改

善・事業再生に資するものである。資本性ローンについて、その活用状況をフォローア

ップするとともに、令和６年能登半島地震の被災地域等でも資本性ローンの活用を図

る。 

 

④専門家による適切な助言のための制度の周知徹底 

中小・小規模企業の経営をサポートする立場にある税理士・顧問弁護士・地域金融機

関等の専門家が、事業承継・事業再編、M&A に関する制度の理解が十分でない場合があ

る。こうした専門家に対する制度の周知徹底を行い、経営者への適切な助言につなげ

る。 

 

（３）私的整理の円滑化 
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事業再構築については、リーマンショック以降の大きな変化として、債権者との合意

により債務整理を行う私的整理が増加してきている。経営者の実情に応じた対応を可

能とするため、更なる環境整備を図る。経営者の判断により早期の事業再構築を進める

ことができるよう、諸外国並みに、多数決によって金融負債の整理を進めることができ

る法案の早期提出を目指す。 

 

（４）地方の生活基盤サービス維持のためのグループ化・事業調整の推進 

東京都など４都県を除いて大多数の道府県で人手不足率は増加している。地域の生

活基盤的サービス維持のため、グループ化、事業調整も含めて措置を検討する。 

 

３．（略） 

 

 

Ⅴ～Ⅺ．（略） 

 

 

 


